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自家発電設備の長時間運転に伴う燃料備蓄について

自 家 発 入 門 ㊲

　今月号（１月号）は、自家発電設備の長時間運転
を行うための燃料貯蔵に関する規制について紹介し
ます。第一回は建築基準法による燃料の貯蔵・取扱
いに関する規制の紹介です。

　　　　　　　　　　建築物に自家発電設備
を設置する際の燃料貯

蔵では、貯蔵・取扱う量により消防法の危険物
規制を受けますが、これ以外に規制を受ける法
令はありますか。

建築基準法により規制され
る場合があります。建築基

準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関す
る最低限の基準を定めた法律で、個々の建築物の構
造や設備等の性能を定め、全国一律に適用される
「単体規定」と、良好な建築環境の確保を目的とし
た都市計画的な内容を定め、適用地域が限定される
「集団規定」に分けられます。
　自家発電設備の燃料貯蔵についても、この単体規
定と集団規定において規制を受けます。

　　　　　　　　　　その規制内容について具
体的に教えてください。

まず、単体規定による規制
から説明します。危険物の

Ｑ１

Ａ１

Ｑ２

Ａ２

貯蔵又は処理を行う特殊建築物について、建築基準
法第27条第３項では、政令で定める数量を超える危
険物の貯蔵場又は、処理場の用途に供する特殊建築
物は耐火建築物又は準耐火建築物にしなければなら
ないとされています。
　ここで言う「特殊建築物」とは、建築基準法第２
条第二号で規定する多数の人が集う建築物や衛生
上・防火上特に規制すべき建築物のことです。

　　　　　　　　　　この政令で定める危険
物の数量の限度につい

て、教えてください。

政令で定める数量の限度と
して、建築基準法施行令第

116条（危険物の数量）では、常時貯蔵する場合、
石油類は消防法で定める指定数量の10倍、可燃性ガ
スは700㎥、圧縮ガスは7,000㎥とされています。
　したがって、燃料タンクに指定数量の10倍を超え
る石油類が貯蔵される自家発電設備は、耐火構造又
は準耐火構造を有する建築物でなければ設置できな
いことになります。

　　　　　　　　　　次に危険物の貯蔵又は
処理に関する集団規定

の規制について教えてください。
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集団規定による用途規制の
概要について説明します。

　（１）　用途規制の対象となる地域区分
　　　�　都市計画法（※１）、建築基準法（※２）

では、良好な市街地環境の形成や都市におけ
る住居地域、商業地域、工業地域等の適正な
指定による機能的な都市活動の確保を目的と
する用途地域指定制度を設けています。この

Ａ４ 制度は住居、商業、工業等の市街地の大枠と
しての土地利用を定めたもので、表１のとお
り用途地域を13種類に分類し、それぞれの用
途ごとに建てられる建築物についての制限を
課しています。

　　　※１　都市計画法第８条、第９条の規定による。
　　　※２　�建築基準法第48条、同法別表第２の規

定による。

表１　用途地域における建築物の制限

用 途 地 域 建 築 物 の 制 限

第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で、小規模な店舗、事務所を兼ねた住宅、小中学校などが
建てられる。

第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域で、小中学校のほか、150㎡までの一定の店舗など
が建てられる。

第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建て
られる。

第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域で、病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定
の店舗、事務所などが建てられる。

第一種住居地域
住居の環境を守るための地域で、3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが
建てられる。

第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域で、店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラ
オケボックスなどが建てられる。

準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境
を保護するための地域。

田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る住居の環境を保護
するための地域。

近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模
の工場も建てられる。

商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建て
られる。

準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域で、危険性、環境悪化をも
たらす工場のほかは、ほとんど建てられる。

工業地域
どんな工場でも建てられる地域で、住宅や店舗は建てられるが、学校、病院、ホ
テルなどは建てられない。

工業専用地域
工場のための地域で、どんな工場でも建てられるが、住宅、店舗、学校、病院、
ホテルなどは建てられない。
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　（２）　用途規制の対象となる危険物
用途規制では、建築物において貯蔵又は処
理することができる危険物の種類が定めら
れ、対象となる危険物は、単体規定の場合と
同じく、消防法で定める危険物や可燃性ガス、
圧縮ガス、火薬類とされています。ただし、
次の危険物は、用途規規制の対象にはなりま
せん。
① 地下貯蔵槽（地下タンク）に貯蔵される消

防法で定める石油類（ガソリン、軽油、灯油、
重油等）

② 国土交通大臣が安全上、防火上支障がない
構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵され
る硫黄及びナトリウム
③ 土木工事などの事業に一時的に使用するた
めにその事業中臨時に貯蔵する危険物
④ 支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガス

　　注�　①及び②は建築基準法施行令第130条の９、
また、③及び④は同施行令第116条の規定に
よる。

（３）�　用途地域ごとに貯蔵又は処理できる危険物
の量用途規制では、用途地域ごとに危険物と
して貯蔵又は処理できる数量が、建築基準法
施行令第130条の９により定められています。
　自家発電設備の燃料として使用される石油
類の貯蔵では、地下貯蔵槽（地下タンク）に
貯蔵される場合を除き、表２に掲げる数量を
超えてはならないこととされています。

表２　貯蔵できる石油類の量

数量等
用途地域

第二石油類
（灯油・軽油）

第三石油類
（重　油）

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、田園住居地域

―

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域
第二種住居地域、準住居地域

A/２
（5,000L）

A/２
（10,000L）

近隣商業地域、商業地域
A

（10,000L）
A

（20,000L）

準工業地域
5Ａ

（50,000L）
5Ａ

（100,000L）

工業地域、工業専用地域 貯蔵制限なし

注１．表中の数量は制限量であり、これを超える量の貯蔵等はできない。
注２．表中のＡは、建築基準法施行令第116条第１項により、消防法で定める危険物の指定数量の10倍の数量を表す。
注３．�消防法で定める危険物の指定数量として、第二石油類（灯油及び軽油）は1,000L、第三石油類（重油）は2,000L

である。
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